
本新旧対照表は、2025 年 2 月 5 日付の有価証券届出書の訂正届出書の訂正内容に対応する新旧対照表です。 

訂正箇所は下線で示しております。 

 

（訂正前） （訂正後） 

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

１【新規発行株式】 

（前略） 

摘要(カブアンド種類株式の内容) 

カブアンド種類株式の内容は以下のとおりであります。 

（中略） 

ヘ 会社による普通株式対価の取得条項 

当社は、当社の発行する株式につきいずれかの金融商品取引所への上

場の申請を行うことが取締役会(ただし、当社が取締役会非設置会社

である場合には取締役の過半数とします。以下本ヘにおいて同じ。)

で承認された場合には、取締役会が定める日において、その日に当社

が発行するカブアンド種類株式の全部(当社が保有するカブアンド種

類株式を除きます。)を取得し、カブアンド種類株式１株を取得する

のと引換えに、カブアンド種類株主に対して、普通株式１株を交付す

ることができます。ただし、この場合の取得の対価は、株式の分割ま

たは併合等があった場合はこれに応じて調整します。 

ト 会社による無償の取得条項 

当社は、カブアンド種類株主が反社会的勢力に該当する場合で、かつ

第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

１【新規発行株式】 

（前略） 

摘要(カブアンド種類株式の内容) 

カブアンド種類株式の内容は以下のとおりであります。 

（中略） 

ヘ 会社による普通株式対価の取得条項 

当社は、当社の発行する株式につきいずれかの金融商品取引所への上

場の申請を行うことが取締役会で承認された場合には、取締役会が定

める日において、その日に当社が発行するカブアンド種類株式の全部

(当社が保有するカブアンド種類株式を除きます。)を取得し、カブア

ンド種類株式１株を取得するのと引換えに、カブアンド種類株主に対

して、普通株式１株を交付することができます。ただし、この場合の

取得の対価は、株式の分割または併合等があった場合はこれに応じて

調整します。 

ト 会社による無償の取得条項 

当社は、カブアンド種類株主が反社会的勢力に該当する場合(注)で、

かつ取締役会の承認がなされた場合には、当該カブアンド種類株主が



（訂正前） （訂正後） 

取締役会(ただし、当社が取締役会非設置会社である場合には取締役

の過半数とします。)の承認がなされた場合には、当該カブアンド種

類株主が保有するカブアンド種類株式を無償で取得することができま

す。 

チ 会社による金銭対価の取得条項 

(1) 当社は、当社がカブアンド種類株主を当社のサービスの会員から

強制的に退会させる場合で、かつ取締役会(ただし、当社が取締役

会非設置会社である場合には取締役の過半数とします。以下本チ

において同じ。)の承認がなされた場合には、当該カブアンド種類

株主が保有するカブアンド種類株式を、１株につき、カブアンド

種類株式１株あたりの払込金額相当額で取得することができま

す。ただし、この場合の取得の対価は、株式の分割または併合等

があった場合はこれに応じて調整します。 

（中略） 

ヲ 譲渡制限 

カブアンド種類株式を譲渡により取得するには、当社の承認を受けな

ければなりません。 

ワ 非上場 

カブアンド種類株式は、金融商品取引所において上場の予定はありま

せんが、上記ヘに記載のとおり、当社の発行する株式につき金融商品取

引所への上場申請を行うことが取締役会(ただし、当社が取締役会非設

保有するカブアンド種類株式を無償で取得することができます。 

(注) 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなっ

た時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企

業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等、

その他これらに準ずる者をいいます。 

カブアンド種類株主が反社会的勢力に該当するか否かは、当該

株主に関する情報(氏名・住所・生年月日)とデータベースとの

照合により確認し、本募集に係る割当て時点に加え、月毎、四

半期毎等の一定期間毎に当該確認を実施する予定です。 

チ 会社による金銭対価の取得条項 

(1) 当社は、当社がカブアンド種類株主を当社のサービスの会員から

強制的に退会させる場合で、かつ取締役会の承認がなされた場合

には、当該カブアンド種類株主が保有するカブアンド種類株式

を、１株につき、カブアンド種類株式１株あたりの払込金額相当

額で取得することができます。ただし、この場合の取得の対価

は、株式の分割または併合等があった場合はこれに応じて調整し

ます。 

（中略） 

ヲ 譲渡制限 

カブアンド種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受

けなければなりません。 



（訂正前） （訂正後） 

置会社である場合には取締役の過半数とします。)で承認された場合、

当社は、カブアンド種類株式を議決権のある当社普通株式に転換するこ

とができます。 

 

ワ 非上場 

カブアンド種類株式は、金融商品取引所において上場の予定はありま

せんが、上記ヘに記載のとおり、当社の発行する株式につき金融商品取

引所への上場申請を行うことが取締役会で承認された場合、当社は、カ

ブアンド種類株式を議決権のある当社普通株式に転換することができま

す。 

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

１ 本募集の目的および背景 

当社は、「目指せ、国民総株主」をテーマに、日本国内における株式投資

家を増やし、日本国経済を活性化させることをミッションに掲げています。 

展開する事業は、生活インフラ関連事業で、電気やガスなど、多くの国民

に関与するサービスを提供します。 

また、これらのサービスの利用者に、サービス利用の対価として、当社の

株式を保有してもらう仕組みを同時に提供することで、当社ミッションの

「国民総株主」を早期に実現させることを目指します。 

本募集は以下に記載の仕組みにより当社のサービスを利用する際やその他

の機会(キャンペーンへの参加、アンケートへの回答および商品の購入等)に

付与される「株引換券」をカブアンド種類株式と交換することを目的とした

ものであり、今後も同様の機会を定期的に提供することで、当社サービスの

利用者等に幅広く当社の株主となっていただくことを企図しております。そ

のため、当社は、今後も継続してカブアンド種類株式の募集を行う予定で

【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

１ 本募集の目的および背景 

当社は、「目指せ、国民総株主」をテーマに、日本国内における株式投資

家を増やし、日本国経済を活性化させることをミッションに掲げています。 

展開する事業は、生活インフラ関連事業で、電気やガスなど、多くの国民

に関与するサービスを提供します。 

また、これらのサービスの利用者に、サービス利用の対価として、当社の

株式を保有してもらう仕組みを同時に提供することで、当社ミッションの

「国民総株主」を早期に実現させることを目指します。 

本募集は以下に記載の仕組みにより当社のサービスを利用する際やその他

の機会(キャンペーンへの参加、アンケートへの回答および商品の購入等)に

付与される「株引換券」をカブアンド種類株式と交換することを目的とした

ものであり、今後も同様の機会を定期的に提供することで、当社サービスの

利用者等に幅広く当社の株主となっていただくことを企図しております。そ

のため、当社は、今後も継続してカブアンド種類株式の募集を行う予定で



（訂正前） （訂正後） 

す。なお、当社の発行する株式につき金融商品取引所への上場申請を行うこ

とが取締役会(ただし、当社が取締役会非設置会社である場合には取締役の過

半数とします。)で承認された場合、当社は、カブアンド種類株式を議決権の

ある当社普通株式に転換することができます。カブアンド種類株式が当社普

通株式に転換されて当社普通株式が上場した場合、本募集に応じてカブアン

ド種類株式を取得した者は、上場株式である当社普通株式を保有することと

なります。 

（後略） 

 

す。なお、当社の発行する株式につき金融商品取引所への上場申請を行うこ

とが取締役会で承認された場合、当社は、カブアンド種類株式を議決権のあ

る当社普通株式に転換することができます。カブアンド種類株式が当社普通

株式に転換されて当社普通株式が上場した場合、本募集に応じてカブアンド

種類株式を取得した者は、上場株式である当社普通株式を保有することとな

ります。 

（後略） 

  



（訂正前） （訂正後） 

第二部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

当社は、2024 年２月９日に設立され、本有価証券届出書提出日現在におい

て決算期を迎えていないため、該当事項はありません。2025 年１月期終了

後、条件決定日付の訂正届出書において追記する予定です。 

 

第二部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

当社は、2024 年２月９日に設立され、2025 年１月期は終了しています

が、当該決算期に係る経営指標等については現在精査中であるため、記載し

ておりません。当該情報については、条件決定日(2025 年４月 25 日予定)付

の訂正届出書において追記する予定です。 

 

  



（訂正前） （訂正後） 

第２【事業の状況】 

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】 

(2) リスク管理 

当社のリスクマネジメントについては、コーポレート本部が内部統制基本

方針およびコンプライアンス規程に基づき、リスクマネジメントを統括・

推進し、リスクマネジメント体制を整備・運営しています。 

 

第２【事業の状況】 

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】 

(2) リスク管理 

当社のリスクマネジメントについては、コーポレート部門が内部統制基本

方針およびコンプライアンス規程に基づき、リスクマネジメントを統括・

推進し、リスクマネジメント体制を整備・運営しています。 

 

３【事業等のリスク】 

（前略） 

(1) 事業運営に係るリスクについて 

（中略） 

⑤ 法令・コンプライアンスに関するリスク 

（中略） 

当社は、コーポレート本部主導で、各種法令および法令に基づくガイド

ラインの改正のモニタリングを行うとともに、改正がある場合には必要に

応じて業務の運用方法の変更などの対策を講じているほか、必要に応じて

弁護士等の外部専門家への相談を行っていますが、すべての違反行為を未

然に防ぐことは困難な場合があります。その結果、当社の信頼性や企業イ

メージが低下したり、事業展開に支障が生じたりする可能性があるほか、

金銭を含む経営資源に係る負担の発生等により、当社の事業、財政状態お

よび業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（中略） 

 

３【事業等のリスク】 

（前略） 

(1) 事業運営に係るリスクについて 

（中略） 

⑤ 法令・コンプライアンスに関するリスク 

（中略） 

当社は、コーポレート部門主導で、各種法令および法令に基づくガイド

ラインの改正のモニタリングを行うとともに、改正がある場合には必要に

応じて業務の運用方法の変更などの対策を講じているほか、必要に応じて

弁護士等の外部専門家への相談を行っていますが、すべての違反行為を未

然に防ぐことは困難な場合があります。その結果、当社の信頼性や企業イ

メージが低下したり、事業展開に支障が生じたりする可能性があるほか、

金銭を含む経営資源に係る負担の発生等により、当社の事業、財政状態お

よび業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（中略） 

 



（訂正前） （訂正後） 

(2) 株式に関するリスクについて 

① 議決権等に関するリスク 

（中略） 

以上のとおり、カブアンド種類株主は、株主総会およびカブアンド種類

株主総会における議決権行使を通じた当社の意思決定に参加することが原

則としてできません。したがって、当社普通株主または当社の取締役によ

り、カブアンド種類株主の意向に沿わない意思決定が行われる可能性があ

ります。 

② 配当に関するリスク 

カブアンド種類株主等に対しては、普通株主等と同順位で剰余金の配当

を支払いますが、剰余金の配当を行うか否かは株主総会の裁量によりま

す。したがって、カブアンド種類株主等に対する剰余金の配当自体が行わ

れない可能性があります。 

（中略） 

④ カブアンド種類株式の取得に関するリスク 

当社は、(1)当社がカブアンド種類株主を当社のサービスの会員から強

制的に退会させる場合や(2)当社がカブアンド種類株主に対してする通知

または催告に対し、６か月以上返答がない場合であって、かつ取締役会

(ただし、当社が取締役会非設置会社である場合には取締役の過半数とし

ます。)の承認がなされた場合には、当該カブアンド種類株主が保有する

カブアンド種類株式を、１株につき、カブアンド種類株式１株あたりの払

(2) 株式に関するリスクについて 

① 議決権等に関するリスク 

（中略） 

以上のとおり、カブアンド種類株主は、株主総会およびカブアンド種類

株主総会における議決権行使を通じた当社の意思決定に参加することが原

則としてできません。したがって、当社普通株主または当社の取締役会に

より、カブアンド種類株主の意向に沿わない意思決定が行われる可能性が

あります。 

② 配当に関するリスク 

カブアンド種類株主等に対しては、普通株主等と同順位で剰余金の配当

を支払いますが、剰余金の配当を行うか否かは株主総会または取締役会の

裁量によります。したがって、カブアンド種類株主等に対する剰余金の配

当自体が行われない可能性があります。 

（中略） 

④ カブアンド種類株式の取得に関するリスク 

当社は、(1)当社がカブアンド種類株主を当社のサービスの会員から強

制的に退会させる場合や(2)当社がカブアンド種類株主に対してする通知

または催告に対し、６か月以上返答がない場合であって、かつ取締役会の

承認がなされた場合には、当該カブアンド種類株主が保有するカブアンド

種類株式を、１株につき、カブアンド種類株式１株あたりの払込金額相当

額で取得することができます(ただし、この場合の取得の対価は、株式の



（訂正前） （訂正後） 

込金額相当額で取得することができます(ただし、この場合の取得の対価

は、株式の分割または併合等があった場合はこれに応じて調整しま

す。)。したがって、あるカブアンド種類株主について当社のサービスの

会員から強制的に退会させられたり、メールアドレスや住所変更等の理由

により連絡が取れなくなってしまった場合、当該カブアンド種類株主が保

有するカブアンド種類株式を当社が当該カブアンド種類株主の同意なく取

得する可能性があります。 

⑤ 流動性に関するリスク 

カブアンド種類株式は金融商品取引所に上場されておりません。また、

当社の株式を譲渡する場合には、当社の承認が必要です。そのため、カブ

アンド種類株主は、保有するカブアンド種類株式の譲渡を希望する場合で

あっても、当社が譲渡を承認しないときは、その保有する当社株式を譲渡

することができず、カブアンド種類株式を換金することができない可能性

があります。 

⑥ 上場に関するリスク 

当社は、当社の発行する株式につきいずれかの金融商品取引所への上場

の申請を行うことが取締役会(ただし、当社が取締役会非設置会社である

場合には取締役の過半数とします。以下本「⑥上場に関するリスク」にお

いて同じ。)で承認された場合には、取締役会が定める日において、その

日に当社が発行するカブアンド種類株式の全部(当社が保有するカブアン

ド種類株式を除きます。)を取得し、カブアンド種類株式１株を取得する

のと引換えに、カブアンド種類株主に対して、普通株式１株を交付するこ

分割または併合等があった場合はこれに応じて調整します。)。したがっ

て、あるカブアンド種類株主について当社のサービスの会員から強制的に

退会させられたり、メールアドレスや住所変更等の理由により連絡が取れ

なくなってしまった場合、当該カブアンド種類株主が保有するカブアンド

種類株式を当社が当該カブアンド種類株主の同意なく取得する可能性があ

ります。 

⑤ 流動性に関するリスク 

カブアンド種類株式は金融商品取引所に上場されておりません。また、

当社の株式を譲渡する場合には、当社取締役会の承認が必要です。そのた

め、カブアンド種類株主は、保有するカブアンド種類株式の譲渡を希望す

る場合であっても、当社取締役会が譲渡を承認しないときは、その保有す

る当社株式を譲渡することができず、カブアンド種類株式を換金すること

ができない可能性があります。 

⑥ 上場に関するリスク 

当社は、当社の発行する株式につきいずれかの金融商品取引所への上場

の申請を行うことが取締役会で承認された場合には、取締役会が定める日

において、その日に当社が発行するカブアンド種類株式の全部(当社が保

有するカブアンド種類株式を除きます。)を取得し、カブアンド種類株式

１株を取得するのと引換えに、カブアンド種類株主に対して、普通株式１

株を交付することができます(以下このようなカブアンド種類株式の要項

の規定を「上場時普通株式対価取得条項」といい、普通株式を対価として

カブアンド種類株式を取得することを「カブアンド種類株式の転換」とい
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とができます(以下このようなカブアンド種類株式の要項の規定を「上場

時普通株式対価取得条項」といい、普通株式を対価としてカブアンド種類

株式を取得することを「カブアンド種類株式の転換」といいます。)。も

っとも、当社が発行する株式が上場される保証はなく、したがってカブア

ンド種類株式の転換が行われる保証もありません。 

また、上場時普通株式対価取得条項はカブアンド種類株式と普通株式で

１株当たりの価値が等しいことを前提としています。カブアンド種類株式

の発行価格は、評価機関による評価額に基づいて定めますが、カブアンド

種類株式の転換後、普通株式が上場した際に、普通株式の市場価格がカブ

アンド種類株式の発行価格を上回る保証もありません。 

（後略） 

 

います。)。もっとも、当社が発行する株式が上場される保証はなく、し

たがってカブアンド種類株式の転換が行われる保証もありません。 

また、上場時普通株式対価取得条項はカブアンド種類株式と普通株式で

１株当たりの価値が等しいことを前提としています。カブアンド種類株式

の発行価格は、評価機関による評価額に基づいて定めますが、カブアンド

種類株式の転換後、普通株式が上場した際に、普通株式の市場価格がカブ

アンド種類株式の発行価格を上回る保証もありません。 

（後略） 

 

 

４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

当社は、2024 年２月９日に設立され、本有価証券届出書提出日現在におい

て決算期を迎えていないため、該当事項はありません。2025 年１月期終了

後、条件決定日付の訂正届出書において追記する予定です。 

 

４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

当社は、2024 年２月９日に設立され、2025 年１月期は終了しています

が、当該決算期に係る経営成績等については現在精査中であるため、記載し

ておりません。当該情報については、条件決定日(2025 年４月 25 日予定)付

の訂正届出書において追記する予定です。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

②【発行済株式】 

種類 発行数 (株) 上場金融商品取引所名 

又は登録認可金融商品 

取引業協会名 

内容 

普通株式 3,000,000,000 非上場・非登録 

完全議決権株式であり権

利内容に何ら限定のない

当社における標準となる

株式であります。 

(注)１,２ 

計 3,000,000,000 ― ― 

(注) １．当社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する旨

を定款に定めております。 

２．当社は単元株制度を採用しておりません。 

 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

②【発行済株式】 

種類 発行数 (株) 上場金融商品取引所名 

又は登録認可金融商品 

取引業協会名 

内容 

普通株式 3,000,000,000 非上場・非登録 

完全議決権株式であり権

利内容に何ら限定のない

当社における標準となる

株式であります。 

(注)１,２ 

計 3,000,000,000 ― ― 

(注) １．当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨

を定款に定めております。 

２．当社は単元株制度を採用しておりません。 

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 発行済株

式総数増

減数 

(株) 

発行済株

式総数残

高 

(株) 

資本金 

増減額 

(円) 

資本金 

残高 

(円) 

資本準備

金増減額 

(円) 

資本準備

金残高 

(円) 

2024 年２

月９日 

(注)１ 

500,000,0

00 

500,000,0

00 

250,000,0

00 

250,000,0

00 

250,000,0

00 

250,000,0

00 

2024 年８

月 30 日 

(注)２ 

2,500,000,

000 

3,000,000,

000 

1,250,000,

000 

1,500,000,

000 

1,250,000,

000 

1,500,000,

000 

(注) １. 当社の設立による出資金の払込みであります。 

２. 有償第三者割当増資によるものであります。 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 発行済株

式総数増

減数 

(株) 

発行済株

式総数残

高 

(株) 

資本金 

増減額 

(円) 

資本金 

残高 

(円) 

資本準備

金増減額 

(円) 

資本準備

金残高 

(円) 

2024 年２

月９日 

(注)１ 

500,000,0

00 

500,000,0

00 

250,000,0

00 

250,000,0

00 

250,000,0

00 

250,000,0

00 

2024 年８

月 30 日 

(注)２ 

2,500,000,

000 

3,000,000,

000 

1,250,000,

000 

1,500,000,

000 

1,250,000,

000 

1,500,000,

000 

2025 年１

月 31 日 

(注)３ 

― 3,000,000,

000 

△1,400,0

00,000 

100,000,0

00 

1,400,000,

000 

2,900,000,

000 
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発行価格   １円 

資本組入額    １株につき 0.5 円 

 

 

 

(注) １. 当社の設立による出資金の払込みであります。 

２. 有償第三者割当増資によるものであります。 

発行価格   １円 

資本組入額    １株につき 0.5 円 

３. 2025 年１月 30 日開催の当社臨時株主総会の決議により、資本金の額

を 1,400,000,000 円減少(減資割合 93.3％)し、その減少する資本金の

額の全額を資本準備金へ振り替え、減少後の資本金の額を

100,000,000 円としております。 

 

(5)【大株主の状況】 

2024 年９月 30 日現在 

氏名又は名称 住所 所 有 株 式 数

(株) 

発 行 済 株 式

(自己株式を

除く。 )の総

数に対する所

有割合(％) 

前澤 友作 千葉県千葉市稲毛区 2,100,000,000 70.0 

株式会社前澤ファ

ンド 

東京都港区赤坂一丁目８番１号 600,000,000 20.0 

株式会社グーニー

ズ 

東京都港区赤坂一丁目８番１号 300,000,000 10.0 

計  3,000,000,000 100.0 
 

(5)【大株主の状況】 

2025 年２月５日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数(株) 発 行 済 株 式

(自己株式を

除く。 )の総

数に対する所

有割合(％) 

前澤 友作 千葉県千葉市稲毛区 2,100,000,000 70.0 

株式会社前澤ファ

ンド 

東京都港区麻布台一丁目３番１号 600,000,000 20.0 

株式会社グーニー

ズ 

東京都港区麻布台一丁目３番１号 300,000,000 10.0 

計  3,000,000,000 100.0 

  

３【配当政策】 

当社は、創業して間もないことから、財務基盤の安定・強化を図り、積極

的な成長投資を行うことにより、株主価値の持続的な向上が可能と考えてお

り、創業以来配当は実施しておりません。 

３【配当政策】 

当社は、創業して間もないことから、財務基盤の安定・強化を図り、積極

的な成長投資を行うことにより、株主価値の持続的な向上が可能と考えてお

り、創業以来配当は実施しておりません。 
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将来的には、内部留保の充実状況や当社を取り巻く事業環境を勘案したう

えで、株主に対する利益還元策を実施していく方針でありますが、現時点に

おいて配当実施の可能性およびその実施時期については未定であります。 

 

 

 

将来的には、内部留保の充実状況や当社を取り巻く事業環境を勘案したう

えで、株主に対する利益還元策を実施していく方針でありますが、現時点に

おいて配当実施の可能性およびその実施時期については未定であります。 

なお、当社は、2025 年１月 30 日開催の当社臨時株主総会決議により 2025

年２月１日付で定款の一部変更を行い、取締役会の決議によって中間配当を

行うことができる旨を定款に定めております。 

 

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 

① 会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況およびリスク管理

体制の整備の状況 

当社は取締役会設置会社ではないため、当社の業務執行は、２名の取締

役の過半数をもって決定しております。また、当社は監査役設置会社であ

り、監査役が各取締役の職務執行を監査しております。 

監査役は、１名選任しており、コーポレート・ガバナンスに関する相当

程度の知見を有していると判断しております。また、監査役は、当社の社

内における重要な会議への出席、取締役の職務執行状況の報告聴取ならび

に本社および外部委託先における業務および財産の状況の調査等により、

厳正な監査を実施するほか、定期的に開催される取締役との会議等を通じ

てコミュニケーションを図ることとしております。 

内部統制システムおよびリスク管理体制につきましては、内部統制基本

方針およびコンプライアンス規程に基づき整備をしておりますが、今後の

事業の拡大に合わせ、さらなる充実に向けた取り組みを進めております。 

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 

① 会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況およびリスク管理

体制の整備の状況 

当社は、2025 年１月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会

設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、

2025 年２月１日付で取締役会設置会社に移行しました。当社の業務執行

は、取締役会の決議をもって決定しております。また、当社は監査役設置

会社であり、監査役が各取締役の職務執行を監査しております。 

取締役会は、取締役３名(うち社外取締役１名)で構成されており、毎月

開催される定時取締役会に加え、随時必要に応じて開催され、法令または

定款に定める事項のほか、重要な業務執行について審議・決定するととも

に、取締役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受け

ること等により、取締役の職務執行を監督しております。 

監査役は、１名選任しており、コーポレート・ガバナンスに関する相当

程度の知見を有していると判断しております。また、監査役は、取締役会
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② 取締役の定数 

当社の取締役は１名以上とする旨、定款に定めております。 

③ 取締役の選解任決議要件 

当社は、取締役の選任および解任の決議について、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決

権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。 

④ 種類株式において議決権の有無に差異がある理由 

当社は、普通株式およびカブアンド種類株式の異なる種類の株式につい

て定款に定めています。普通株式は、完全議決権株式であり権利内容に何

ら限定のない当社における標準となる株式であります。カブアンド種類株

式には株主総会における議決権が付されておりません。これは、カブアン

ド種類株式が当社の上場前に広く公募され多くの利用者に保有されること

を想定している一方、上場に向けた準備を含む当社の重要な業務を円滑に

執行するためであります。当社普通株式が上場する場合には、当社は、カ

ブアンド種類株式１株当たり普通株式１株を対価としてカブアンド種類株

式を取得することができます。 

 

 

 

 

 

 

その他の重要な会議への出席、取締役の職務執行状況の報告聴取ならびに

本社および外部委託先における業務および財産の状況の調査等により、厳

正な監査を実施するほか、定期的に開催される取締役との会議等を通じて

コミュニケーションを図ることとしております。 

内部統制システムおよびリスク管理体制につきましては、内部統制基本

方針およびコンプライアンス規程に基づき整備をしておりますが、今後の

事業の拡大に合わせ、さらなる充実に向けた取り組みを進めております。 

② 取締役の定数 

当社の取締役は３名以上とする旨、定款に定めております。 

③ 取締役の選解任決議要件 

当社は、取締役の選任および解任の決議について、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決

権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。 

④ 中間配当 

当社は、株主総会を開催することなく株主への中間配当を行うことが可

能となるよう、会社法第 454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議に

よって、毎年７月 31 日を基準日として中間配当を行うことができる旨を

定款に定めております。 

⑤ 取締役および監査役の責任免除 

当社は、会社法第 426 条第１項の規定により、取締役会の決議によっ

て、会社法第 423 条第１項の行為に関する取締役(取締役であった者を含
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みます。)および監査役(監査役であった者を含みます。)の損害賠償責任

を、法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めておりま

す。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を

十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的

とするものであります。 

⑥ 責任限定契約の内容の概要 

当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除きます。)および監査役

との間において、会社法第 427条第１項の規定により、会社法第 423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ

く損害賠償最低責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当

該責任限定が認められるのは、当該取締役および監査役が責任の原因とな

った職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限定されま

す。 

⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

当社は、会社法第 430 条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険

契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範

囲は当社の取締役、監査役および執行役員であり、保険料は全額当社が負

担しております。当該保険契約により、被保険者がその地位に基づく義務

違反等を理由に被保険者に対してなされた損害賠償請求に係る損害賠償金

および訴訟費用等が補填されることとなります。なお、被保険者が法令違

反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合は

補填の対象とならないなど、一定の免責事由があります。 



（訂正前） （訂正後） 

⑧ 取締役会の活動状況 

当社は、2025 年１月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会

設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、

2025 年２月１日付で取締役会設置会社に移行したため、2025 年１月期に

おいて当社は取締役会を開催しておりません。 

 

⑨ 種類株式において議決権の有無に差異がある理由 

当社は、普通株式およびカブアンド種類株式の異なる種類の株式につい

て定款に定めています。普通株式は、完全議決権株式であり権利内容に何

ら限定のない当社における標準となる株式であります。カブアンド種類株

式には株主総会における議決権が付されておりません。これは、カブアン

ド種類株式が当社の上場前に広く公募され多くの利用者に保有されること

を想定している一方、上場に向けた準備を含む当社の重要な業務を円滑に

執行するためであります。当社普通株式が上場する場合には、当社は、カ

ブアンド種類株式１株当たり普通株式１株を対価としてカブアンド種類株

式を取得することができます。 
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(2)【役員の状況】 

① 役員一覧 

男性３名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％) 

役職名 氏名 生年月

日 

略歴 任期 所有株

式数 

(株) 

代表 

取締役

社長 

前澤 友作 1975 年

11月 22

日 

1998 年

５月 

㈲スタート・トゥデ

イ(現㈱ZOZO)設立 

同社代表取締役 

2019 年

９月 

㈱スタートトゥデイ

設立 

同社代表取締役 (現

任) 

2020 年

２月 

㈱前澤ファンド設立 

同社代表取締役 (現

任) 

2024 年

２月 

当社設立 

当社代表取締役社長

(現任) 
 

(注)１ 3,000,00

0,000 

(注)３ 

取締役

COO 

常井 康寛 1983 年

７月 30

日 

2008 年

12 月 

仰星監査法人入所 

2011 年

７月 

㈱スタートトゥデイ

(現㈱ZOZO)入社 

2020 年

７月 

ヘイ㈱ (現 STORES

㈱)入社 

2021 年

３月 

㈱スタートトゥデイ

入社 

2024 年

２月 

当社取締役 COO(現

任) 

 

(注)１ ― 

監査役 吉村 耕太

郎 

1976 年

５月２

日 

2000 年

４月 

NTT コミュニケーシ

ョンズ㈱入社 

(注)２ ― 

(2)【役員の状況】 

① 役員一覧 

男性４名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％) 

役職名 氏名 生年月

日 

略歴 任期 所有株

式数 

(株) 

代表 

取締役

社長 

前澤 友作 1975 年

11月 22

日 

1998 年

５月 

㈲スタート・トゥデ

イ(現㈱ZOZO)設立 

同社代表取締役 

2019 年

９月 

㈱スタートトゥデイ

設立 

同社代表取締役 

2020 年

２月 

㈱前澤ファンド設立 

同社代表取締役 

2024 年

２月 

当社設立 

当社代表取締役社長

(現任) 
 

(注)２ 3,000,00

0,000 

(注)４ 

取締役

COO 

常井 康寛 1983 年

７月 30

日 

2008 年

12 月 

仰星監査法人入所 

2011 年

７月 

㈱スタートトゥデイ

(現㈱ZOZO)入社 

2020 年

７月 

ヘイ㈱ (現 STORES

㈱)入社 

2021 年

３月 

㈱スタートトゥデイ

入社 

2024 年

２月 

当社取締役 COO(現

任) 

 

(注)２ ― 

取締役 小野 光治 1957 年

３月 28

日 

1979 年

９月 

㈱ニービープロジェ

クト入社 

1984 年 ㈱ズィーカンパニー

入社 

(注)２ ― 



（訂正前） （訂正後） 

2006 年

２月 

ヤフー㈱入社 

2019 年

４月 

㈱ディーカレット入

社 

2020 年

12 月 

㈱ ARIGATOBANK

入社 

2024 年

５月 

エクイティファンデ

ィング㈱監査役 (現

任) 

2024 年

７月 

当社監査役(現任) 

 

計 3,000,00

0,000 

(注) １．取締役の任期は、2024 年２月９日就任後、10 年以内に終了する事

業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで

あります。 

２．監査役の任期は、2024 年７月１日就任後、４年以内に終了する事業

年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり

ます。 

３．代表取締役社長前澤友作の所有株式数には、同氏が実質的に所有す

る株式会社前澤ファンドおよび株式会社グーニーズが保有する株式数

も含んでおります。 

 

５月 

1988 年

３月 

㈱ダイアモンズヘッ

ズ ディレクター 

2011 年

６月 

㈱スタートトゥデイ

(現㈱ZOZO) 

社外取締役 

2024 年

７月 

㈱水色東京設立 

同社代表取締役 (現

任) 

2025 年

2 月 

当社社外取締役 (現

任) 

 

監査役 吉村 耕太

郎 

1976 年

５月２

日 

2000 年

４月 

NTT コミュニケーシ

ョンズ㈱入社 

2006 年

２月 

ヤフー㈱入社 

2019 年

４月 

㈱ディーカレット入

社 

2020 年

12 月 

㈱ ARIGATOBANK

入社 

2024 年

５月 

エクイティファンデ

ィング㈱監査役 (現

任) 

2024 年

７月 

当社監査役(現任) 

 

(注)３ ― 

計 3,000,00

0,000 

(注) １．取締役小野光治は、社外取締役であります。 

２．取締役の任期は、2024 年２月９日(取締役小野光治については 2025

年２月１日)就任後、2024 年２月９日の後 10 年以内に終了する事業

年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり



（訂正前） （訂正後） 

ます。 

３．監査役の任期は、2024 年７月１日就任後、４年以内に終了する事業

年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり

ます。 

４．代表取締役社長前澤友作の所有株式数には、同氏が実質的に所有す

る株式会社前澤ファンドおよび株式会社グーニーズが保有する株式数

も含んでおります。 

 

② 社外役員の状況 

当社は、社外取締役および社外監査役は選任しておりません。 

 

 

 

 

② 社外役員の状況 

当社は、社外取締役１名を選任しており、社外監査役は選任しておりませ

ん。 

社外取締役の小野光治氏は、株式会社水色東京の代表取締役ですが、同社と

当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はあり

ません。また、同氏は 2024 年６月まで株式会社 ZOZO の取締役でしたが、同

社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は

ありません。 

 

  



（訂正前） （訂正後） 

第５【経理の状況】 

当社は、2024 年２月９日に設立され、本有価証券届出書提出日現在において

決算期を迎えておりません。2025 年１月期の上半期に係る経営成績の概要につ

いて、当社は 2024 年 11 月より生活インフラ関連事業のサービスをリリースし

ているため、上半期末である 2024 年７月末においては、当該サービス提供に係

る売上高は計上されておらず、売上高は０円、営業外収益は 97,628,100 円で

す。 

 

第５【経理の状況】 

2025 年１月期の上半期に係る経営成績の概要について、当社は 2024 年 11 月

より生活インフラ関連事業のサービスをリリースしているため、上半期末であ

る 2024 年７月末においては、当該サービス提供に係る売上高は計上されておら

ず、売上高は０円、営業外収益は 97,628,100円です。2025年１月期に係る経営

成績等については現在精査中です。 

  



（訂正前） （訂正後） 

第６【提出会社の株式事務の概要】 

事業年度 ２月１日から１月 31 日まで 

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内 

基準日 毎年１月 31 日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 毎年１月 31 日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え 

  取扱場所 

 

  株主名簿管理人 

  取次所 

  名義書換手数料 

  新券交付手数料 

 

株式会社カブ＆ピース 

東京都港区六本木一丁目４番５号 

― 

― 

― 

― 

単元未満株式の買取り 

  取扱場所 

  株主名簿管理人 

  取次所 

  買取手数料 

 

― 

― 

― 

― 

公告掲載方法 当社の公告方法は日刊工業新聞としております。 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

 

 

第６【提出会社の株式事務の概要】 

事業年度 ２月１日から１月 31 日まで 

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内 

基準日 毎年１月 31 日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 毎年１月 31 日、毎年７月 31 日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え 

  取扱場所 

 

  株主名簿管理人 

  取次所 

  名義書換手数料 

  新券交付手数料 

 

株式会社カブ＆ピース 

東京都港区六本木一丁目４番５号 

― 

― 

― 

― 

単元未満株式の買取り 

  取扱場所 

  株主名簿管理人 

  取次所 

  買取手数料 

 

― 

― 

― 

― 

公告掲載方法 当社の公告方法は日刊工業新聞としております。 

株主に対する特典 該当事項はありません。 
 

 


